
船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月１９日 １５時００分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市黒島北西方沖 

 黒島港沖防波堤東灯台から真方位２９７°３,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０９.６′ 東経１２９°２９.９′） 

事故の概要  プレジャーボート第２恵美
え み

丸は、錨泊中、南東進中の他船（船種船

名不詳）が衝突した。 

 第２恵美丸は、船長が負傷し、左舷中央部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年２月５日、調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 船種船名不詳 

Ｂ プレジャーボート 第２恵美丸、５トン未満（長さ５.３８ｍ） 

   ２９２－４５４１５長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 不明 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ 不明 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 不明 

Ｂ 左舷中央部外板に破口及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、黒島北西方沖を南東進中にＢ船と衝突したが、航行を続け

た。 

 Ｂ船は、船首からアンカーを投入し、船首を東北東に向けて錨泊し

ていた。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用して後部甲板の左舷側で釣りを行ってい

たところ、船尾方約５００ｍ付近にＡ船を認めたが、Ｂ船を避けてく

れるものと思い、釣りを続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が約１００ｍ付近まで接近し、危険を感じたので、

機関を始動させ、船首の錨索を解き、後進をかけたが、間に合わない

と思い、右舷船尾部から海に飛び込んだ。 

 船長Ｂは、本事故後、Ａ船について、１５トンぐらいの漁船のよう

な船と思った。 

分析  Ａ船は、黒島北西方沖を南東進中、Ｂ船と衝突したものと考えられ

るが、船舶及び乗組員に関する情報が得られなかったので、その状況



を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、接近するＡ船が錨泊しているＢ船を避けてくれ

るものと思い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に対

する避航動作が遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、黒島北西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が錨泊

中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・錨泊中、接近する他船を認めた場合、他船に避航する様子が見ら

れない状況においては、適切な時機に衝突を避けるための動作を

とること。 

 


